
国立大学法人小樽商科大学広報規程

（平成１３年７月１１日制定）

（目的）

第１条 この規程は、国立大学法人小樽商科大学（以下「本学」という。）の大学情報（教

育、研究その他の活動に係わる情報をいう。以下同じ。）を文書、冊子、電子媒体、広告、

商品の販売、事業の開催その他の手段を用いて発信する（以下「広報」という。）ことに

より、広く本学の活動を知らしめ、社会への説明責任を果たすために必要な体制を整備

することを目的とする。

（各課等、広報担当部門）

第２条 広報は、大学情報を管理する課及び室（以下「各課等」という。）の責任において

これを行う。

２ 各課等に、広報を担当する広報担当部門を置く。

（広報委員会）

第３条 本学の広報活動を統括するため、広報委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（委員会の所掌事務）

第４条 委員会は、次に掲げる事項を審議及び実行する。

(1) 小樽商科大学広報戦略及び広報戦略に基づく実施計画の策定

(2) 広報を目的とした事業の企画及び立案等

(3) 大学公式ウェブサイトその他広報のための電子広報媒体の管理及び運用

(4) 広報活動等に関する学内の連絡調整

(5) その他広報に関する基本事項

（広報戦略に基づく広報実施計画）

第５条 委員会は、毎年度、小樽商科大学広報戦略に基づき、各課等が行う広報の方針を

定めた実施計画を策定する。

２ 各課等は、実施計画に基づき、当該年度における具体的な実施方策を立て、これを実

施し、その結果を委員会に報告する。

（組織）

第６条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事（総務・財務担当副学長）

(2) 事務局長

(3) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 ７名

(4) 学外有識者 １名

２ 前項第３号及び第４号に定める委員の任期は２年とし、第３号に定める委員は、１年

ごとにその半数を改選する。

３ 前項の委員に欠員が生じた場合は、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間と

する。

（委員長等）

第７条 委員会に委員長を置き、理事（総務・財務担当副学長）をもって充てる。



２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

（議事）

第８条 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。

２ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによ

る。

（委員以外の者の出席）

第９条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くこと

ができる。

（専門委員会）

第１０条 委員会が必要と認めたときは、専門的な事項を処理する専門委員会を置くこと

ができる。

２ 専門委員会に必要な事項は、委員会が別に定める。

（事務）

第１１条 委員会の事務は、総務課が行う。

（雑則）

第１２条 この規程に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

１ この規程は，平成１３年７月１１日から施行する。

２ この規程施行後，第３条第３号に規定する委員の最初の任期については，第４条第１

項の規定にかかわらず，委員の半数は平成１５年３月３１日までとし，他の半数の委員

は，平成１６年３月３１日までとする。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１７年６月８日から施行する。

２ この規程施行後、第３条第３号の規定により選出されたアントレプレナーシップ専攻

の委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成１９年３月３１日でとする。

附 則

１ この規程は、平成２４年２月６日から施行する。

２ この規程施行後、第６条第３号に規定する委員は、国立大学法人広報委員会規程第３

条で規定された委員を充て、最初の任期については、第６条第２項にかかわらず、委員

の半数は、平成２４年３月３１日までとし、他の半数の委員は、平成２５年３月３１日

までとする。


